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国
王
尚
巴
志
よ
り

(礼
部
あ
て
力
)
、
国
王
と
王
相
懐
機

へ
の
頒
賜
に
対

す
る
謝
恩
の
進
貢
の
事
、
水
夫
の
救
助
に
謝
す
る
事
、
暦
日
の
事
の
咨

(
一
四
三
六
、
九
、
二
四
)

琉
球
国
中
山
王
、
謝
恩
等
の
事
の
為
に
す
。

今
、
各
件
の
事
理
を
開
し
移
咨
し
て
施
行
を
請
う
。
須
ら
く
咨
に
至
る
べ

き
者
な
り
。

計

件

一
件
、
謝
恩
の
事
。
正
統
元
年

(
一
四
三
六
)
二
月
内
、
欽
ん
で
進
貢
し

回
還
せ
し
む
る
使
者
伍
是
堅
等
、
勅
諭
二
道
并
び
に
領
賜
の
物
件
を
齎
捧
し
、

福
建
に
回
到
し
来
船
を
修
理
す
。
此
の
為
に
誠
に
遅
延
す
る
を
恐
れ
、
先

に

回
る

船
隻
の
使
者
漫
泰
来
結
制
等
に
転
交
し
、
齎
捧
し
て
国
に
到
る
。
本
年

閏
六
月
十

一
日
に
、
欽
ん
で
勅
諭
、
頒
賜
の
綵
幣
及
び
王
相
懐
機
に
賜
わ
る

綵
幣
を
受
け
、
此
れ
を
欽
む
。
欽
遵
し
奉
じ
て
領
受
す
る
を
除
く
の
外
、
今
、

使
者
阿
普
尼
是
を
遣
わ
し
、
使
者
楊
布
勃
也
、
義
魯
結
制
等
と
共
同
に
表
文

一
通
を
齎
捧
し
、
及
び
香

一
千
斤

・
沙
魚
皮
二
千
張

・
馬
六
十
匹
・
硫
黄
三

万
斤
を
管
送
せ
し
む
。
随
拠
し
て
王
相
懐
機
自
ら
備
う
る
香
五
百
斤
・
沙
魚

皮

一
千
張
は
、
共
同
に
安
字
等
号
海
船
三
隻
に
装
載
し
、
通
行
し
て
京
に
赴

き
進
貢
し
謝
恩
せ
し
む
。
咨
し
て
施
行
を
請
う
。

一
件
、
番
人
を
放
回
す
る
の
事
。
近
ご
ろ
通
事
蔡
譲
等
の
告
に
拠
る
に
称

す
ら
く
、
所
有
の
本
国
の
差
去
せ
る
使
者
阿
不
察
都
等
の
坐
駕
せ
る
進
貢
の

船
隻
は
、
浙
江
昌
国
衛
の
面
の
孤
山
に
在
り
て
風
に
遭

い
て
打
砕
す
。
番
梢

母
魯
勃
是
等
四
名
、
水
に
浮
か
び
て
登
岸
す
る
有
り
て
、
所
在
の
官
司
の
投

送
し
て
京
に
赴
か
し
む
る
を
蒙
る
。
恩
恤
を
欽
蒙
し
、
謹
ん
で
礼
部
の
就
ち

識
認
せ
し
め
て
回
ら
し
む
る
を
蒙
り
、
宣
徳
十
年

(
一
四
三
五
)
四
月
内
に

国
に
到
る
。
具
告
し
て
施
行
す
る
を
乞
う
、
と
。
此
れ
に
拠
り
て
参
照
す
る

に
、
同
に
差
わ
せ
る
人
数
は
未
だ
下
落
を
知
ら
ず
。
除
外
に
理
と
し
て
合
に

通
行
し
謝
恩
す
べ
し
。
咨
し
て
施
行
を
請
う
。

一
件
、
暦
日
の
事
。
近
ご
ろ
准
く
る
に
、
欽
依
し
て
頒
賜
せ
る
正
統
元
年

の
大
統
暦

一
百
本
、
内
、
黄
綾
面

一
本
は
、
欽
遵
し
て
本
国
の
差
来
せ
る
使

者
伍
是
堅
に
給
付
し
て
収
領
せ
し
む
る
も
、
福
建
に
回
到
し
て
来
船
を
修
理

す
。
此
の
為
に
誠

に
遅
■

す
る
を
恐
れ
、
先
に
回
る
船
隻

の
使
者
義
魯
結
制

等
に
転
交
し
て
本
国
に
齎
到
す
。
来
咨
を
准
け
、
欽
遵
し
領
受
し
て
施
行
す

る
を
除
く
の
外
、
合
行
に
回
咨
し
て
知
会
す
べ
し
。
施
行
せ
よ
。

正
統
元
年

(
一
四
三
六
)
九
月
二
十
四
日

安
字
号
船
　
通
事
鄭
長

此
の

一
起
、
船
三
隻
　
義
字
号
船
　
通
事
梁
振

咨

硫
黄

一
万
斤
大

馬
二
十
匹

香

一
千
斤

沙
魚
皮
二
千
張

又
、
王
相
懐
機
の
進
む
る

香
五
百
斤
　
沙
魚
皮

一
千
張

硫
黄

一
万
斤
　
馬
二
十
匹

恭
字
号
船
　
通
事
范
徳
　
硫
黄
一
万
斤
　
馬
二
十
匹

注

(1
)
進
貢
　
〔
一
六
‐
二
五
〕
参
照
。

(2
)
転
交
　

人
を
通
じ
て
わ
た
す
。
と
り
つ
い
で
交
付
す
る
。
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(3
)
義
魯
結
制
　

こ
の
入
貢
は

『明
実
録

』
正
統
二
年
五
月
丁
酉
の
条

に
記

事
が
あ
る
。

(4
)
表
文

〔
一
二
‐
一
六
〕
。

(5
)
昌
国
衛
　
淅
江
省
象
山
県
に
置
く
。

「面
孤
山
」
は
あ
る
い
は
地
名
か
。

(6
)
下
落
　

ゆ
く
え
。
あ
り
か
。

(7
)
大
統
暦
…
伍
是
堅
に
給
付
　

『明
実
録
』
正
統
元
年
正
月
丙
子
の
条

に

記
事
が
あ
る
。

国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
朝
服
の
給
賜
を
請
う
事
、
暦
日
の
福
建

で
の
給
付
な
ら
び
に
船
隻
の
給
賜
を
請
う
事
な
ど
の
咨

(
一
四
三
六
、
九
、
二
四
)

琉
球
国
中
山
王
、
朝
服
等

の
事
の
為
に
す
。

今
、
各
件
の
合
に
行
う
べ
き
事
理
を
将
て
開
坐
す
。
移
咨
し
て
施
行
を
請

う
。
須
ら
く
咨
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

計
三
件

一
件
、
朝
服
の
事
。
洪
武
年
の
間
、
欽
ん
で
太
祖
高
皇
帝

の
、
本
国
の
各

官
に
冠
笏
・公
服
等

の
件
を
給
賜
す
る
を
蒙
る
。
欽
遵
し
て
奉
受
す
る
の
外
、

今
照
ら
す
に
、
本
国
の
各
官
の
朝
服
は
已
に
多
年
を
経
れ
ば
、
■

に
以
て
朽

壊
し
て
存
す
る
無
く
及
び
裁
製
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
凡
そ
聖
節

・
正
旦
等
の

事
に
遇
う
に
、
行
礼
す
る
に
未
便
な
り
。
合

に
咨
し
て
、
具
奏
し
給
賜
し
て

便
益
な
ら
し
む
る
を
為
す
を
乞
う
べ
し
。
咨
し
て
施
行
を
請
う
。

一
件
、
暦
日
の
事
。
照
得
す
る
に
、
本
邦
は
洪
武
年
来
よ
り
今
に
至
る
ま

で
正
朔
を
遵
奉
し
、
逓
年
遣
使
し
て
海
船

に
坐
駕
し
方
物
を
装
載
し
て
進
貢

す
。
多
く
海
道
を
経
渉
し
て
風
に
遭
う
に
因
り
、
船
隻
の
槓
具
は
以
て
損
壊

す
る
を
致
す
。
遅
延
し
て
京
に
赴
き
、
暦
日
を
領
奉
し
て
回
還
す
る
に
縁
り
、

仍
お
泊
船
の
処
所
に
齎
到
し
料
を
計
り
て
来
船
の
槓
■
を
修
理
す
る
を
行
い
、

堅
く
し
得
て
方
め
て
国
に
到
る
を
得
。
切
に
照
ら
す
に
、
将
に
半
年

に
及
ば

ん
と
す
。
又
次
年

に
し
て
方
め
て
回
る
者
之
有
り
。
此
の
為
に
未
便
な
り
。

理
と
し
て
合

に
咨
す
べ
し
。
乞
う
、
具
奏
し
て
定
奪
し
、
就
近
の
泊
船
の
処

所
の
福
建

に
行
下
し
て
暦
日
を
給
付
せ
ん
こ
と
を
。
仍
お
乞
う
、
小
料
の
船

隻
を
撥
賜
し
、
前
来
す
る
国
人
に
交
付
し
て
領
駕
せ
し
め
ん
こ
と
を
。
逓
年

■
に
往
来
を
行

い
、
専
ら
暦
日
を
領
し
て
回
国
を
行
わ
し
む
れ
ば
、
誠
に
便

益
と
為
す
。
咨
し
て
施
行
を
請
う
。

一
件
、
番
貨
の
事
。
所
有
の
今
差
わ
す
使
者
阿
普
尼
是
等
の
各
船
は
蘇
木

を
附
搭
す
。
煩
為
わ
く
は
例
に
照
ら
し
て
奏
賜
せ
ん
こ
と
を
。
施
行
せ
よ
。

右
、
礼
部
に
咨
す

正
統
元
年

(
一
四
三
六
)
九
月
二
十
四
日

咨
　
此
の
起
は
使
者
阿
普
礼
是
に
付
す
、
通
事
鄭
長

注
*
本
文
書
の
関
連
の
記
事
が

『明
実
録
』
正
統
二
年
六
月
癸
亥
の
条
に
あ
る
。

(1
)
洪
武
年
の
間
…
給
賜
　

『明
実
録
』
洪
武
二
十
七
年
三
月
己
酉
・三
十

一
年
三
月
癸
亥
の
条
に
記
事
が
あ
る
。

(2
)
就
近
　
付
近
の
。

(3
)
行
下
　
命
令
を
下
す
、
文
書
で
申
し
つ
け
る
。
行
は

「用
語
解
説
」
参


